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別記様式（第３条関係） 
事務事業評価調査書（２６年度） 

 

№ ２４ 

総合計画 

章 ２ 活力あるまちづくり 

項 ２ 競争力のある商工業の育成 

節 １ 地域に活力をもたらす商工業の振興 

作 成 日 平成 26年 10月 1日 

年 度 平成２５年度事業 

課等名及び係名 観光商工課 商工係 

記 入 者 職 氏 名 係長 鈴木大介 

【事務事業の概要】 

Ⅰ 事務事業の内容 
実施方法 

直営 一部委託 全部委託 補助等 

□ □ ☑ □ 

事務事業名 地域人材育成事業 

事業概要 

対象 町内事業者 

目的 未就職者へ就業するための知識・技術を習得する機会を創出する。 

実施内容 町との委託契約に基づき，未就職者に一時的に雇用機会を提供。 

Ⅱ 予算区分及び過疎計画における区分 

予
算
区
分 

会計名 一般会計 
過
疎
計
画 

施策区分  
款 ６ 商工費 

項 １ 商工費 事業名 

（施策名） 
 

目 ２ 商工振興費 

事業名 地域人材育成事業 根拠法令  

【事務事業の実施状況】 

Ⅲ 事業費の推移及び終期 
事業期間 

開始 終了 

平成２３年度    年度 

年度 
事業費（決

算・予算） 

財源内訳（単位：千円） 

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

 ２２年度実績       

 ２３年度実績 14,778  14,778    

 ２４年度実績 9,489  9,489    

 ２５年度実績 6,083     6,083 

 ２６年度当初 10,200  10,200    
 
特定財源

の種類 

 

 

25 年度分 

国支出金 県支出金 その他 

名称 補助率 名称 補助率 名称 補助率 

      

      
 
Ⅳ 執行状況 

執行状況 
推進中 完了 新規 

☑ □ □ 

状況説明 
平成２５年度は１１人雇用創出予定数のところ７人が就業。                                

県支出金に町単独の経費を上乗せし，利用枠を拡大している。 

Ⅴ 問題点の概要 

問題点 求人をしても採用希望に来ない場合が多い（地元企業）。 

Ⅵ 成果指標 

成果指標名 単
位 

25年度 26年度 27年度 28年度 対 28年度 

目標達成率 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

就業者 人 7 11  4  4  4 175％ 

指標に表われ

ない効果 
大子町出身者の地元への就職が多少でも継続している。 
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【事務事業の評価】 

◎一次評価（担当課においての評価） 

Ⅰ 評価基準ごとの評価 

 評価基準 評価 評価理由 

目
的
妥
当
性 

○目的が総合計画や国の計画の政策体

系に結びついているか。 

○対象・意図を見直す余地はあるか。 

○町が実施又は関与すべき目的である

か。 

☑妥当である 

□どちらともいえない 

□妥当でない 

失業者への雇用機会

提供は，今後も必要

と思われる。 

有

効

性 

○成果向上の余地があるか。 

○同じ目的を持つ他の事務事業がある

か。 

○目的が達成されたか。 

☑有効である 

□どちらともいえない 

□有効でない 

経営側にとって，利

用しやすい制度であ

ると思われる。 

効

率

性 

○成果を低下させずにコストを削減す

ることは可能か。 

○コストを圧迫している，又は増大させ

ている要因はあるか。 

○他の事務事業との統合は可能か。 

□効率的である 

☑どちらともいえない 

□効率的でない 

景気回復による人件

費増加（基本給アッ

プ）があるため，単

純なコストダウンと

効率性を図れない。 

公

平

性 

○サービスの受益者が一部に偏ってい

ないか。 

○負担者（納税者）の理解は得られてい

るか。 

☑公平である 

□どちらともいえない 

□公平でない 

ハローワークへの公

募等，公平性を図っ

ている。 

Ⅱ 総合評価 

今後の方向性 １  

※今後の方向性について，次の項目から選択してください。 

１ 継続（事業規模を拡充する） ５ 他事業と統合する 

２ 継続（現行どおり） ６ 休止又は廃止 

３ 継続（実施方法，実施主体等を変更する） ７終了 

４ 見直し（実施規模を縮小する）  

【総合評価】※理由，具体策及び今後の課題等を記入してください。 

 県内の有効求人倍率が１．０倍を超え，就職者に有利な状況になりつつあるが，逆に地元企

業への就職率はこれからも低い状況が続くと思われる。当制度を利用し，地元企業への就職と

失業者への知識・技術習得の機会を増やすことは必要だと思われる。 

【所属長意見】 

 雇用の促進は，大子町にとって喫緊の課題であります。当制度を活用し，地元で働くことの

できる機会を確保しなければなりません。今後も拡充が必要です。 



２４ 地域人材育成事業 

 3 / 3 

 

◎二次評価（事務事業評価委員会による評価） 

今後の方向性 ３  

※今後の方向性について，次の項目から選択してください。 

１ 継続（事業規模を拡充する） ５ 他事業と統合する 

２ 継続（現行どおり） ６ 休止又は廃止 

３ 継続（実施方法，実施主体等を変更する） ７終了 

４ 見直し（実施規模を縮小する）  

【具体的内容】 

 

雇用支援のため，制度内容について検討すること。 

【備考】 

 

 


